
   

令和８年度 天草市観光文化部（文化課） 会計年度任用職員募集要項 

【事務補助員】 

１．任用期間   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※任用から 1 ヶ月間は条件付採用期間となります。 

※勤務成績が良好で、予算措置が継続される場合は、再度の任用を行う場

合があります（最大２回）。 

２．職  種   事務補助員 

３．勤務場所   ①本渡歴史民俗資料館、②五和歴史民俗資料館、③天草文化交流

館、④天草キリシタン館、⑤天草ロザリオ館、⑥天草コレジヨ館、

⑦﨑津資料館みなと屋、⑧御所浦恐竜の島博物館 

４．予定人員   ２６人程度（本渡歴史民俗資料館３人、五和歴史民俗資料館２人、

天草文化交流館３人、天草キリシタン館６人、天草ロザリオ館４

人、天草コレジヨ館３人、﨑津資料館みなと屋３人、御所浦恐竜

の島博物館２人） 

５．業務内容   窓口業務（来館者対応）、パソコンを使用したデータの入力・資料

作成、施設管理運営補助、博物館・資料館活動補助（天草文化交

流館は除く）、体験指導業務（天草文化交流館のみ）、図書等整理

補助（御所浦恐竜の島博物館のみ）、その他事務補助全般 

６．応募資格   不問 

７．欠格事項    (1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

(2)天草市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から

２年を経過しない者 

(3)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下

に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

８．勤務条件  

(1)報酬（月額）  １５６,６４０円 

※天草市職員（常勤・臨時・非常勤）として同種の業務に従事したことが

ある場合は、一定の基準により加算されることがあります。 

(2)手 当 等  期末手当、勤勉手当、通勤手当を要件に応じて支給 

(3)報 酬 支 給 日  毎月 20 日 

(4)勤 務 日  ①本渡歴史民俗資料館、②五和歴史民俗資料館、③天草文化交流

館、⑧御所浦恐竜の島博物館 



   

火曜日～日曜日（月曜日及び年末年始休館、祝日出勤の場合あり） 

④天草キリシタン館 

水曜日～月曜日（火曜日及び年末年始休館、祝日出勤の場合あり） 

⑤天草ロザリオ館 

木曜日～火曜日（水曜日及び年末年始休館、祝日出勤の場合あり） 

⑥天草コレジヨ館 

金曜日～水曜日（木曜日及び年末年始休館、祝日出勤の場合あり） 

⑦﨑津資料館みなと屋 

月曜日～日曜日（年末年始休館、祝日出勤の場合あり） 

(5)勤 務 時 間  １週間につき 31 時間 

（勤務時間）8 時 30 分～17 時 15 分 

（休憩時間）12 時 00 分～13 時 00 分（時間の前後あり） 

(6)社 会 保 険 等  健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入 

(7)職員駐車場  有（御所浦恐竜の島博物館を除く） 

９．選考方法   申込書による書類審査、面接試験 

10．合格者決定方法    面接試験の平均点（全ての選考委員が付した点数を合計し、選考

委員の人数で除したものをいう。）が上位の者から各予定人員数ま

でを合格者とします。ただし、平均点が 20 点未満の者については

合格者としません。 

11．試験日程  

(1)日 時  １月２９日（木）または２月３日（火） 午前９時～午後５時の

間 

(2)場 所  天草市役所２階会議室５ 

(3)受 験 票  詳細な日時等を記載した受験票を送付します。１月２７日（火）

を過ぎても届かない場合は、問い合わせ先まで連絡してください。 

12．選考結果  

(1)合否の発表  受験者全員に文書で通知します。電話でのお答えはできません。 

(2)開 示  受験者本人からの請求に基づき、本人の点数及び合格者のうち最

も下位の者の点数を開示します。 

13．申込方法  

(1)申込書類  指定の申込書 

(2)提出方法  郵送又は持参 

(3)提 出 先  〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・観光振興課 

(4)申込期限  １月２３日（金）必着 



   

14．注意事項    (1)天草市で募集中の他の会計年度任用職員と重複して申し込む

ことはできません。 

(2)身体等の事情により受験の際に配慮の必要な方は、試験会場

等の準備のため、申込書にその旨を記載してください。 

(3)提出のあった応募書類は、本市において適正に保管し、一定

期間経過後は廃棄します。 

15．問い合わせ先   【業務内容に関すること】 

観光文化部文化課 ☎３２－６７８４ 

【応募方法・採用試験・その他の事項に関すること】 

観光文化部観光振興課 ☎３２－６７８７ 

 


